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大阪高裁平成五年（行コ）第一八号、六・八・三一判決

判 決

控訴人 近畿システム管理株式会社

被控訴人 大阪府地方労働委員会

被控訴人補助参加人 全国一般労働組合大阪府本部

被控訴人補助参加人 近畿システム管理従業員組合

被控訴人補助参加人 X1
(主文)

一 本件控訴を棄却する。

二 控訴費用は控訴人の負担とする。

(事実及び理由)

一 当事者の申立

1 控訴人

（一）原判決を取り消す。

（二）被控訴人が平成元年(不)第四号事件について、平成二年四月二七日付でなした

命令を取り消す。

（三）訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

2 被控訴人及び被控訴人補助参加人ら

主文同旨

二 事案の概要

本件事案の概要は、次のとおり当審における新たな主張を付加するほかは、原判決

の「事実及び理由」中の「第二 事案の概要」欄に記載のとおりであるから、これを

引用する。

1 当審における控訴人の新たな主張

原審裁判所は、平成五年二月二六日付で「救済命令主文第 1 項に従え」との緊急

命令を出した。そこで、控訴人は、右救済命令に従うこととし、控訴人の定年者再

雇用制度内規によれば再雇用期間は一年であるので、X1 に対し、一年間のバック

ペイの提供をするとともに、就労については、既に右一年が経過していることから、

救済命令の履行方法として四日間の就労を受入れる旨を通告した。しかし、X1 は

これに応じなかったから、同人には再雇用を希望する意思がないものと認められる。

従って、本件救済命令は右事情の変更により取り消されるべきである。

2 当審における控訴人の新たな主張に対する被控訴人補助参加人らの答弁

控訴人の X1 に対する右通告内容は、バックペイは一年分しか支払わず、就労は

四日間しか認めないというものであり、右バックペイについては明らかに救済命令

の主文 1 項の文言に反し、四日問しか就労させないというのは前記内規四条の明文

に反し、いずれも原状の回復を命じた救済命令の主文 1 項の趣旨に反するものであ

る。従って、事情変更を理由とする控訴人の前記主張は失当である。

三 証拠

証拠関係は、原審及び当審訴訟記録中の各証拠関係目録に記載のとおりであるから、

これを引用する。
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四 争点に対する判断

争点に対する当裁判所の判断は、次のとおり付加、訂正するほかは、原判決の「事

実及び理由」中の「第三 判断」欄に説示のとおりであるから、これを引用する。

1 原判決の訂正

（一）原判決四枚目裏末行から同五枚目表初行にかけての「右救済命令は」の次に「、

正常な労使関係秩序の迅速な回復・確保を目的とするもので、不当労働行為によ

って生じた状態を事実上是正するにすぎないものであるから、使用者の行為の法

律的効果を判断したり、」を加え、同六枚目表七行目から八行目にかけての「考

えられるのでは、なぜか急に」を「考えられるのでは」とか「なぜか急に」と改

め、同八枚目表四行目の「七、」を削除する。

（二）同九枚目表末行から同裏初行にかけての「あること」から同行の「できない)、」

までを次のとおり改める。

「あり、右事実は、通勤費の過大請求及びキセル乗車疑惑が X1 不再雇用の理由と

して、後からこじつけたものではないかとの疑念を抱かせる。控訴人は、救済命令

手続前に右理由を明示しなかった理由として、これを明示することがいたずらに混

乱を招くからであると主張するが、前判示の事実及び乙三七ないし四四によると、

控訴人が X1 に対し、昭和六三年一二月一二日付文書で定年に達する旨の通知をし

たのに対し、組合は、同月二〇日付抗議要求書を控訴人に送付して、右通知は組合

の弱体化を狙うものとして抗議し、平成元年一月九日には組合員に対し「委員長解

雇に対する組合見解」と題するビラを配布して、控訴人が組合の弱体化を狙ってい

ると宣伝し、同月一一日付内容証明郵便で、控訴人に対し、X1 の不再雇用は不当

労働行為であると抗議し、同月一七日には右問題で団体交渉を申し入れ、同月二一

日に開催された団体交渉では右問題を巡って激しいやり取りがなされた事実が認め

られ、右事実によれば、当時から X1 の不再雇用が不当労働行為であるとして労使

間で大問題になっていたのであるから、控訴人が、右不再雇用に正当な理由がある

と考えていながら、これを積極的に説明しないとは考え難いのであって、控訴人の

右主張は採用できない。」

（三）同九枚目裏八行目冒頭から同一〇行目末尾までを次のとおり改める。

「三 控訴人は、嘱託再雇用期間は一年間であるが、本件救済命令は実質上右期

間を超える再雇用を命じていることに帰するから不当である旨主張するとこ

ろ、なるほど被控訴人が、控訴人に対し、X1 を嘱託社員として取り扱うこ

とを命ずる内容の本件救済命令を発した時期は、X1 の定年後一年三か月以

上経過していたことが認められる。

しかしながら、乙三、五及び弁論の全趣旨によれば、控訴人は、本件救済

手続においては、嘱託再雇用はあくまで控訴人の自由な裁量でなしているも

のと主張し、前記内規の存在を主張せず、これを証拠としても提出せず、ま

して、その期間が一年間と定められている旨の主張もせず、本訴において始

めてこれらの主張立証をしたことが認められ、右事実によれば控訴人の右主

張は信義に反するものであり、そのことをひとまず置いても、被控訴人は、

救済命令として、労働者個人に対する侵害に基づく個人的被害を救済すると
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いう観点からだけでなく、あわせて組合活動一般に対する侵害の面をも考慮

し、このような侵害状態を除去、是正して法の所期する正常な集団的労使関

係を回復確保するという観点から、必要、適切な措置を命ずることができる

のであるから、本件救済命令が、右趣旨に鑑み、その裁量を逸脱、濫用した

ものと解することはできず、控訴人の右主張は理由がない。」

2 当審における新たな主張についての判断

（一）控訴人は、原判決言渡後、X1 に再雇用に応じる意思がないことが判明したか

ら、事情変更を理由として本件救済命令は取り消されるべきであると主張するが、

救済命令取消訴訟における違法判断は、処分時を基準に判断されるべきであると

解せられるから、控訴人が主張する右事由は違法判断の基準とすることができな

い。

よって、控訴人の当審における新主張はそれ自体で失当である。

（二) なお、違法判断の基準時を判決時と考えてみても、次のとおり、控訴人の右主

張は採用できない。

すなわち、証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

(1) 被控訴人補助参加人らは、原審裁判所が平成五年三月一日、原判決の言渡と

併せて緊急命令の決定の告知をなした翌日から連日のように控訴人に対し、平

成元年一月一〇日から X1 を嘱託従業員として就労させるまでの間の賃金、一

時金相当額及びこれに年五分を乗じた金員の支払と、X1 を直ちに嘱託従業員

として就労させることを求めた。

(2) これに対し、控訴人は、再雇用期間が平成元年一月一〇日から一年間である

との見地から、バックペイは一年分のみ支払う、就労は四日間のみでその間研

修を行う旨回答した。

(3) しかし、被控訴人補助参加人らは、控訴人の右回答は、バックペイについて

は、救済命令の主文 1 項の文言に明らかに反し、四日間しか就労させないこと

は、控訴人の定年者再雇用制度内規四条の明文に反し、いずれも原状の回復を

命じた救済命令の主文 1 項の趣旨に反するものであるとして、右回答による就

労等を拒否した。

右事実によれば、控訴人は、救済命令に従うこととし、X1 に対しバックペ

イの支払と就労を受入れる旨通告したと主張するが、その内容は再雇用期間が

一年であるとの見地から、バックペイは平成元年一月一〇日から一年分のみ、

就労は四日間のみとするもので、右バックペイについては、緊急命令が従うよ

うに命じた被控訴人の平成二年四月二七日付救済命令の主文 1 項の文言に明ら

かに反するものであることは明らかである。従って、X1 が救済命令のとおり

の履行を求めて、控訴人の右通告を拒否したことをもって X1 に再雇用を希望

する意思がなくなったものとは認められないので、この点についての控訴人の

主張は採用できない。

五 結論

よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、

控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
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大阪高等裁判所第二民事部


